
◎放送メディアの法律

インターネットはいずれラジオやテレ

ビに替わるメディアになっていくでしょう。

今回はそのときのために必要になる考え

方を紹介します。

みなさんにぜひ考えてもらいたいのは、

使いやすい、みんなが使って良かったな

と思うメディアを、これからのインターネ

ット上にしっかりと構築していかなくては

ならない、その責任を担ってほしいとい

うことです。これから数年で、世界中が

変わるような大きなインパクトを持ったメ
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ディアが必ずインターネット上に出現しま

す。それを作るのはみなさんで、それをき

ちんとやってほしいということだけがぼく

の話したいことなのです。

だから、過去のメディアがどうだったか

ということは本当は関係ないんです。い

ままでどんなことが問題だったか、いまど

んなことが引っ掛かっているかというこ

とは簡単に説明しますが、そんなことは

あまり気にしないでください。

放送にかかわる法律には「放送法」と

いうのがあって、放送の中身に関する編

集責任を各放送局が自分でチェック機構

を持つことが決まっています（図1）。誰

でも受けられる公共的な電波だから、発

信する側が中身の責任を持ちましょうと

いうことです。

放送は、周波数的に限られた資源であ

る電波を使っていて、さらにさまざまな歴

史的経緯があります。このなかで新しい

サービスが出てきた場合、過去から引き

ずっているものがあるので、関係性から

も動きが大変制約される、という状況が

起こります。

【村井純教授のインターネット基礎講座】
インターネット大学SOIで学ぶデジタルリテラシー

日常でインターネットを使っていても、技術の基本はよくわからない、ホント

の意味を知っておきたいというみなさんに、テクノロジーとしてのインターネッ

トがどのような原理と仕組みで動いているかを正しく理解していただくことを

目的に、インターネット大学SOIの「インターネット概論」の授業の一部をダ

イジェストとして紹介します。今回はインターネットがテレビなどに替わるメデ

ィアになるために必要な条件を見ていきます。

SOIとは、世界中の学ぶ意欲を持つ人々にインタ

ーネットを基盤とした高等教育と研究機会を提供

することを目的として1997年に開始したインター

ネット大学です。

希望者はインターネットから入学を登録し、学生認

証を受けることができます。詳細はホームページを

ご覧ください。

この連載の内容はSOI（School of Internet）でストリーミング映像に

よって公開しています。 http://www.soi.wide.ad.jp/

最終回：インターネット上にメディアを誕生させるために

クリックすると

授業が開始

インターネット上の大学SOI

村井純 むらい・じゅん

慶應義塾大学環境情報学部教授。日本のインターネッ

ト第一号となったWIDEプロジェクトを設立。インター

ネットでの日本語の取り扱い方の取り決めの開発、

IAB委員、インターネット協会（ISOC）理事など国際的

なインターネット組織の役員を歴任するなど、インター

ネットの技術と社会の発展に尽力している。
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◎IRのインターネット公開

投資家向けの広報（IR）をインターネッ

トでもできるよう、平成14年4月に商法

が改正されました。

この改正案が最初に提出されたとき、

日本新聞協会が反対しました。それまで

IRは、すべての投資家が平等にアクセス

できるよう、日経新聞など一般的なメディ

アに公示するというルールがあって、新

聞協会が反対した理由としては、インタ

ーネットへのアクセスは万人ができるも

のではないから、デジタルデバイドを生

む、また、ホームページ制作は中小企業

の場合などは負担が大きいなどが挙げら

れていました（図2）。

テレビのコンテンツなどもインターネ

ットに載せられるようにしようとしたとき

には、放送協会と新聞協会が大反対しま

した。テレビ局は既得権の問題があるか

らわかるけれど、実は新聞社とテレビ局

はそれぞれがペアとなったグループ会社

なのですね。だからテレビは新聞を、新

聞はテレビを批判することがほとんどな

いのです。

こうしたことが示しているのは、新しい

メディアが健康なメディアになることの難

しさです。それぞれの言い分はもっとも

で、デジタルデバイドの問題はケアしな

いといけないし、中小企業の経営に負担

がいくのもいけません。

しかし、そういったなかで、結論は良い

ものができないとだめだということなん

です。新しいメディアが出現したことによ

って、ほとんどの株主は喜び、ほとんどの

中小企業はハッピー、となればいいわけ

です。現在のテレビのスポンサーがイン

ターネットのメディアにお金を出したくな

るようになれば、反対はなくなるのです。

そういうメディアを作らなくては……それ

で変わるはずです。

少しずつそうしたメディアの可能性を感

じさせるコンテンツも出てきています。

ある会議の時に大きな地震があって、さ

っそくニュースサイトと2ちゃんねるを並

行して見ていると、2ちゃんねるのほうが

早い。どんどん投稿が上がって、揺れの

強さや震源などもこうした投稿から推測

できる。ニュースはまだ流れない。しか

し、中には「いま、タンスの下で書いてい

ます」という、信用できない投稿もあるわ

けです（笑）。

全体ではつい斜めに見てしまうポリテ

ィクスの問題もあるし、本質的に大事な、

人の安全や文化などを守っていかなくて

はという問題や、既得権益の問題なども

ある。しかし、それらも含めて新しいメデ

ィアの可能性を考えていってほしいので

す。これがメディアと政策ということです。

過去のメディアと新しいメディアの可能性レッスン1

図1 放送にかかわる法律 図2 商法改正と株主総会のインターネット解禁に関する日
本新聞協会のコメント

今回の授業はこちらを参照
SOI「インターネット概論」
（第9回「メディアと政策」）へ

http://www.soi.wide.ad.jp/class/20020002/
slides/09/

放送法
＜目的＞

信頼できる情報を広くあまたに伝えること

＜内容＞

・編集責任
信頼性を確保
・公共放送（NHK）
・業務が規定されている（放送法第9条）
・業務の遂行以外の目的に受信料を使ってはならない（放送法第39条）

電波法
＜目的＞

電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進すること

＜内容＞

・周波数割り当て計画の策定
総務省（旧郵政）が周波数の割り当てを行う
・電気通信業務用無線局などの競願処理手続きの整備
・事業譲渡の場合の無線局免許の承継
・無線従事者免許に関する規定の合理化

日本新聞協会のコメント
・決算公告のインターネットによる公開に関してデジ
タルデバイドやセキュリティーの問題から不適格
・計算書類のインターネットでの開示は閲覧者にウェ
ブページのアドレスを調べアクセスする努力を強い
るため容易にたどりつくことが困難
・中小企業にとってインターネットによる開示は決して
安価で容易な手段とは言えない
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◎周波数という有限なリソース

現行の放送にはさまざまな問題があり

ます。1つには、電波です。周波数の割り

当て（図3）は、これからのコミュニケーシ

ョンを規定するので、大変難しい。ここで

いま、大きな革命が起こっています。これ

が電波のデジタル化ですね。アナログで

使っていた電波をデジタルにすると、かな

りの圧縮が可能です。デジタル方式にし

たとたんに周波数はものすごく空きます。

限られたリソースをふくらませての有効活

用が可能になるわけです。

もう1つ起こっているのが、周波数のグ

ローバル化です。これまで電波は電力や

周波数の関係で遠くへ届かないので、国

単位で独自ルールを使ってよかったのです

が、PCに無線LANのモデムをつなげて世

界で持ち歩いた場合を考えてみればわか

ると思うのですが、いまは無線のグローバ

ルなマーケットが成立してしまった。日本

で買った無線LANカードが海外でも使え

る必要が出てきているわけです。共通し

た周波数の利用が必要になります。

さらに難しいのは、無線が利用する周

波数というのはデジタル化を進めても有

限だから、この周波数をどう割り当てるか

という問題ですね。

外国ではオークションをやった国もあ

りました。携帯電話が登場して大きなブ

ームとなってきたので、このマーケットへ

の周波数割り当てにみなが殺到するた

め、いくつかの国ではオークションを開

催したのです。ドイツは７兆円、米国も4

兆円、このオークションで国が稼ぎまし

た。日本はちょっとひるんでいて、出遅れ

たのですが、先にオークションを行った

海外でも問題が発生しました。オークシ

ョンで権利料の経費がかさんだため、サ

ービスインする金がなくなり、ばたばたと

企業がたおれてしまったのです。

このように周波数の問題は、いまも継

続しています。

◎デジタル放送の現在

デジタル放送というのはなかなか難し

い問題です。しかし、周波数を有効利用

するためにはクリアしなくてはならない

（図４）。このキャンパスの先輩で通信放

送に詳しい池田信夫氏は、地上波デジタ

ル放送というのは、戦艦大和と一緒だと

言っています。大和は片道だけの燃料で

あらゆるリソースを満載して出発していっ

て、やはり沈没したという作戦ですが、デ

ジタル放送は同じじゃないか。このまま

じゃまずいのはみんなわかっているけど、

もう言いだしちゃったし、多くの人がこれ

にかかわっているからこのままいく、みた

いなところがあると言っているのです。

テレビのいまの放送が、こうしてトラン

ジットしていってビジネスが成立するかど

うか？ これは難しい問題で、いまは答え

られない。

しかし、地上波のデジタル化の理論の

前に、ぼくたちはインターネットが有意義

なメディアになるための試みを大切にした

い。いま、テレビがなくてもいいくらいの

リッチなインターネットは我々の前にない

わけです。これができてから、そのほかの

問題を考えていけばいいと思っています。

周波数とデジタル放送の問題レッスン2

図3 周波数の割り当て 図4 電波の移行
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◎インターネット放送と権利

インターネット放送にはオンデマンドと

リアルタイムの方式があります（図5）。リ

アルタイムはテレビやビデオに近く、オ

ンデマンドはアーカイブされているもの

をダウンロードして利用します。

インターネットをメディアにする場合、

権利の問題があります。放送の著作権に

ついて調べた委員会の資料があります。

インターネット上でコンテンツ配信ビジ

ネスをやっている企業のそれぞれがどん

な技術を使い、どんなビジネスモデルを

作っているかというリストです。このなか

でDRM（デジタル・ライツ・マネジメント）

という言葉が繰り返し出てきます。CDの

コピー防止など、デジタル著作権を守る

ための技術の総体を示す言葉です。

DRMの標準をとった大手のグループ

が、これからのインターネットビジネスで

大きな収益を上げることが予想されます。

いま、音楽やビデオの再生ソフトがPC

にバンドルされてきますが、これに課金の

仕組みが組み込まれてくるわけです。ス

トリーミングの大手は、みんなDRMの標

準になろうと争っています。

一方、これまでのところ、日本の会社

だけがカラオケや着メロなどで課金モデ

ルを成功させているという事実もありま

す。これらはその後にコピーされないとい

うデッドエンドのモデルなのですが、彼

らはこのモデルをなんとかPCに持ち込

めないかと努力しているところです。

両者ともできそうでできないいたちご

っこをしているというのがDRMのマーケ

ットの現状です。そのホットな状況がこの

表になっています。

◎インターネットのメディアを

支える基盤

このバックエンドには、会員の認証や

コミュニティー通貨、コピー時の認証と、

コピー後の透かしなどの技術があります。

権利が確保できるかというのは、課金の

問題と不可分なので、こうした技術が鍵

になります。

また、それと同時に、快適にユーザー

にストリーミングを提供するための技術

も必要になります。ヤフーなどを支える

iDC（インターネットデータセンター）は社

内サーバーでは実際の運用が難しい高度

なサービスを提供します。いろいろなア

クセスが来たときに負荷を分散させるシ

ステムも提供しています（図6）。負荷分

散システムには、スーパーコンピュータ

時代からの技術が脈々と役立っています。

こうした技術の実証実験としてオリンピッ

クが果たしてきた役割が大きいことはよ

く知られています。

新しいメディアはどうやって作られるの

か、それには若い感性と市場と、辛抱強

さ、技術などが必要。これをやるのはあ

なたたち若い人です。しかし、それを支

える基盤は、ある程度私たちが作れるの

で、やっておきたいと考えています。

インターネット放送とそれらを支える技術レッスン3

図5 インターネット放送の2つのタイプ 図6 iDCの仕組み

・多数のユーザー、多数のアクセス
・複数のサーバーを用いて、処理を分散
・コンテンツ自体を分散

今回の授業はこちらを参照
SOI「インターネット概論」（第11回「インターネット
ビジネス」）へ

http://www.soi.wide.ad.jp/class/20020002/
slides/11/

○オンデマンドタイプ
サーバー上に蓄積されたビデオライブラリーを公開
・CNN……1時間に1回
・アニメディア……アニメを週1回更新

○生放送タイプ（ストリーミング）
リアルタイムにコンテンツを常時放送
・韓国KBS、impress.tv

多数のクライアント 
 

負荷分散機 
 

サーバーへの大量のアクセス 
 

サーバー群 
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